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政
府
批
判
番
組
へ
の
威
嚇 

：
高
市
総
務
相
の
発
言 

 
 

今
年
２
月
の
衆
院
予
算
委
員
会
で
高
市
総

務
大
臣
は
、
放
送
局
が
『
政
治
的
公
平
性
を

欠
く
』
放
送
を
繰
り
返
し
た
と
判
断
し
た
場

合
、
放
送
法
第
四
条
違
反
を
理
由
に
、
電
波

法
第
七
六
条
に
基
づ
い
て
電
波
停
止
を
命
じ

る
可
能
性
を
答
弁
し
た
。
こ
の
発
言
の
核
心

は
、
権
力
が
放
送
に
お
け
る
言
論
・
報
道
の

内
容
を
審
査
し
、
そ
の
内
容
に
よ
っ
て
行
政

処
分
が
で
き
る
と
い
う
放
送
事
業
者
へ
の
威

嚇
で
あ
る
。 

 

こ
の
答
弁
に
対
し
て
、
東
京
弁
護
士
会
、

憲
法
学
者
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
市
民
等
が
、 

       

撤
回
・
抗
議
等
の
申
し
入
れ
を
し
て
い
る
。 

し
か
し
、
高
市
氏
は
「
発
言
の
撤
回
は
し

な
い
」
と
の
姿
勢
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
背
景

に
は
安
倍
首
相
と
の
会
食
に
嬉
々
と
し
て
出

席
す
る
メ
デ
ィ
ア
幹
部
の
存
在
が
あ
る
。
抱

き
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
政

権
に
辛
口
な
司
会
者
や
ス
タ
ジ
オ
ゲ
ス
ト
の

相
次
ぐ
降
板
に
繋
が
る
。 

 

高
市
発
言
こ
そ
、
放
送
法
違
反
、 

憲
法
違
反
で
あ
る 

 

「
政
治
的
公
平
性
」
と
は
、
立
場
に
よ
っ

て
様
々
な
解
釈
が
で
き
る
。
あ
る
人
か
ら
見

れ
ば
、
公
平
で
あ
っ
て
も
、
意
見
の
異
な
る 

       

人
か
ら
見
れ
ば
、
偏
向
し
て
い
る
と
映
る
。

だ
か
ら
、
第
四
条
は
、
放
送
事
業
者
に
法
的

義
務
を
課
す
規
範
で
は
な
く
、
内
部
規
律
に

期
待
し
た
倫
理
規
定
と
み
な
す
の
が
憲
法
・

放
送
法
の
研
究
者
の
定
説
で
あ
る
の
だ
。
つ

ま
り
、
高
市
発
言
は
放
送
法
違
反
で
あ
る
。 

戦
前
・
戦
中
は
政
府
の
検
閲
が
あ
り
、
政

府
や
軍
部
の
宣
伝
機
関
と
し
て
利
用
さ
れ
た
。

戦
後
の
放
送
法
制
定
時
に
は
、
そ
の
反
省
に

立
っ
て
、「
放
送
に
よ
る
表
現
の
自
由
」
を

謳
っ
た
の
で
あ
る
。
も
し
、
四
条
が
倫
理
規

定
で
な
く
、
担
当
大
臣
が
放
送
を
チ
ェ
ッ
ク

す
る
根
拠
法
な
ら
ば
、
放
送
内
容
の
公
平
性

を
権
力
が
判
断
す
る
こ
と
に
な
る
。
放
送
事

業
者
の
内
部
規
律
の
機
関
と
言
え
る
放
送
倫



◆時の動き 
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理
・
番
組
向
上
機
構
（
Ｂ
Ｐ
Ｏ
）
の
川
端
委

員
長
が
「
政
治
的
公
平
を
政
府
が
決
め
て
規

制
す
る
の
は
、
憲
法
が
保
障
す
る
表
現
の
自

由
と
百
八
十
度
逆
だ
」
と
批
判
し
、
憲
法
違

反
と
し
た
の
は
当
然
で
あ
る
。 

                 

報
道
は
国
民
の
期
待
に 

応
え
て
い
る
の
か 

 
 

安
倍
内
閣
の
解
釈
改
憲
、
戦
争
法
な
ど
、

そ
の
違
憲
性
が
日
本
国
憲
法
の
原
理
原
則
に

関
わ
る
場
合
、
そ
こ
で
も
、
単
純
・
機
械
的

に
賛
成
論
と
反
対
論
を
紹
介
し
、
自
分
自
身

は
何
ら
の
見
解
も
示
さ
な
い
の
が
、「
政
治

的
公
平
性
」
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
「
報
道
・

表
現
の
自
由
」
の
放
棄
で
あ
る
。 

そ
れ
で
な
く
て
も
、
籾
井
Ｎ
Ｈ
Ｋ
会
長
の

「
政
府
が
右
と
い
う
も
の
を
左
と
い
う
わ
け

に
は
い
か
な
い
」
発
言
が
あ
る
。
政
府
の
主

張
を
そ
の
ま
ま
垂
れ
流
さ
れ
て
い
る
実
態
が

あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
安
倍
首
相
の
外
交

報
道
が
度
々
さ
れ
る
。
今
年
の
サ
ミ
ッ
ト
も

含
め
、
淡
々
と
報
道
す
る
だ
け
で
も
「
首
相

は
頑
張
っ
て
い
る
」
と
い
う
宣
伝
効
果
が
あ

る
。
そ
れ
が
支
持
率
に
直
結
す
る
。
批
判
精

神
が
な
い
ニ
ュ
ー
ス
は
政
権
を
利
す
る
だ
け

で
あ
る
。
報
道
関
係
者
の
奮
起
と
支
え
る
世

論
が
求
め
ら
れ
る
。 

安
倍
政
権
打
倒
な
く
し
て 

日
本
の
危
機
は
去
ら
な
い 

 
 

そ
も
そ
も
高
市
総
務
相
は
稲
田
政
調
会
長

と
共
に
、
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
を
信
奉
す
る
ネ

オ
ナ
チ
極
右
団
体
代
表
と
ツ
ー
シ
ョ
ッ
ト
写

真
を
撮
影
し
て
い
た
。
ま
た
日
本
最
大
の
右

派
組
織
と
い
わ
れ
る
「
日
本
会
議
」
の
国
会

議
員
懇
談
会
（
副
会
長
）
の
経
歴
を
持
ち
、

靖
国
神
社
参
拝
を
欠
か
さ
な
い
。「
高
市
発

言
」
は
、
こ
の
よ
う
な
人
物
が
「
政
治
的
公

平
性
」
を
判
断
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。 

菅
官
房
長
官
や
安
倍
総
理
も
、
高
市
発
言

を
「
当
然
の
こ
と
」「
問
題
な
い
」
と
し
て

是
認
し
て
い
る
。 

高
市
発
言
は
、
安
倍
政
権
の
報
道
機
関
へ

の
介
入
の
象
徴
で
あ
る
と
共
に
、
戦
争
す
る

国
づ
く
り
を
目
指
す
安
倍
政
権
の
本
質
で
あ

る
。
安
倍
政
権
打
倒
な
く
し
て
日
本
の
危
機

は
な
く
な
ら
な
い
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

（
ふ
く
だ 

み
の
る
） 


